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研究成果の概要（和文）：本研究では、安全保障分野における技術移転政策の展開について、技術送出国の動機
変容とその結果としての政策選択に焦点をあてた分析を日米のケースを中心に実施し、複数の論文・著書・報告
等のかたちで発表した。現在の国際環境において、国家が安全保障上の目的から先端技術を独占しようとする動
機は依然として強い。しかし同時に、先端技術を確保するために技術開発システムを固く閉じ、あるいは技術移
転を強く拒むような政策は適切ではないとの認識は、アメリカと日本の双方においてすでに成立しており、政策
化も進んでいる。しかしその規模や実効性は、財政状況や国内政治状況の影響を強く、しかし異なる形で受け
る。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this project, “A Mechanism of Technology Transfers and 
Regulations in the Current Global Security Environment,” is to analyze the current development of 
policy on technology transfers and regulations, through the case studies in the United States and 
Japan. Under the current international security environment, advanced countries still have strong 
incentive to enclose advanced technology for their own national security purpose. At the same time, 
the cases of the U.S. and Japan shows that they also have the articulate recognition that it is 
inappropriate to keep closing their innovation ecosystem and to deny technology transfer, hence 
promoting policy for the “controlled” openness, which is affected not only by strategic 
environment, but also by domestic political, financial, and industrial conditions.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の中心的な成果は、技術移転の意思決定をめぐる現在に特有のメカニズムを米国と日本の事例を通じて示
した点にある。従来、安全保障の観点から見れば先端技術の移転を防ぐことでいかに優勢を維持するかという議
論に重点が置かれていたのに対して、現実的には移転と保護のバランスがデザインされる側面に目を向けること
が重要になっていることを示したうえで、そこで生じる政治的なリスク・コストの問題を明らかにした。それら
の研究を踏まえたものとして、助成期間中に学術書（単著）1件、学術書（共著）2件、教科書（共著）1件、研
究論文1件、学会報告3件、その他の研究報告を含む成果を公表した。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

グローバルな技術移転の問題については、これまで経済学・経営学・政治経済学を中心

に多くの研究が行われてきたが、安全保障分野においても冷戦終焉と前後して先端技術の

移転を伴う国家間協力の事例が増加し、特に欧米諸国や日本を含む同盟・友好国間の技術

的相互依存が高まっている。この文脈において、以前から国内外の専門家が安全保障政策

に係る技術移転・拡散の事例分析を重ねてきている。その成果は今日の技術移転問題を理

解するうえで極めて価値の高いものであるが、この問題に関する国際政治学的な研究はい

まだ体系的なものとはなっていない、というのが本研究開始時の問題認識である。 

 

 

２．研究の目的 

本研究はこのような学術的背景を踏まえ、技術送出国の動機変容とその結果として生じ

る政策選択の様相を実証的に解明し、それが安全保障分野における技術移転メカニズムに

与える影響を明らかにすることを目指した。この際、国際システムにおいて最も強力な産

業技術基盤を備えた国家として位置づけられ、それゆえに技術移転をめぐる国家間協力の

動機が相対的に小さいと想定される米国の事例を中心にとりあげ、次の問いに答えること

で問題を解明することを目指した。 

 

（１）グローバルな技術送出国としての米国が、なぜ、いかなる条件の下で安全保障に係

る先端技術の移転を伴う国家間協力を選択し、それをどのような形で実現しようとするの

か（技術移転及び対外依存に係る動機変容とその政策への反映に関する分析）。 

（２）先端技術の移転を伴う政策群について、その利益だけでなくリスクをどのように認

識し、いかなる政策的ヘッジを行おうとするのか（技術の独占に係る従来仮説の現代的な

妥当性検証）。 

（３）米国におけるこうした政策選択は、相互移転関係に置かれる他の諸国の政策にどの

ように作用するのか（国際関係レベルの政策的波及効果に関する考察）。 

 

 

３．研究の方法 

本研究の作業は、①文献研究による仮説整理・導出、②一次・二次資料の収集と仮説検

証、③インタビュー調査による補完によって構成される。この際の方法論上の工夫として、

安全保障政策の研究ではあまり体系的に用いられることのない米国議会の資料を丹念に追

うことで、機微な安全保障技術関連の政策の問題を同時代的に扱う際に生じがちな資料の

不足を補うこととした。当初、研究期間は 3 年間（平成 27 年度～平成 29 年度）とし、以

下の調査計画を立てたが、本研究成果の一部については公開時期が平成 30 年度にずれこ

んだため、研究期間を 1 年延長することで、公開された成果に対するフィードバックを得

るところまでを本研究の範疇に含めることとした。 

 

・平成 27 年度―研究基盤の構築と強化、仮説整理、資料収集、現地調査（予備調査） 

・平成 28 年度―現地調査（本調査）、資料収集と読み込み、仮説修正、成果発表 

・平成 29 年度―現地調査（補完的資料調査）、成果発表 

・平成 30 年度（延長期間）―成果公開とそれに基づく意見交換・フィードバック 



 

 

４．研究成果 

本研究では、安全保障分野における技術移転政策の展開について、技術送出国の動機変

容とその結果としての政策選択に焦点をあてた分析を米国のケースを中心に実施し、複数

の論文・著書・報告等のかたちで発表した。本研究をつうじて得られた知見のうち、主な

ものについては下記のようにまとめられる。 

 

（1）米国の防衛産業・イノベーションマネジメントから見た技術管理問題の構造性 

 米国では、とくに 2000 年代以降、強い財政圧力とグローバルな産業構造の変容によって、

技術の独占による安全保障上の優位の確保だけでなく、オープンイノベーションを加速さ

せることで技術的優位の追求がなされるようになっていることが明らかになった。そのよ

うな過程においては、政府だけでなく民間のアクターが技術開発や生産の担い手となるだ

けでなく、そうしたアクターの活動や利害がグローバル化していることによって、企業・

カネ（投資）・ヒトの移動などを含めて、技術を管理する際のリスクも高まっている。こう

したリスクへの対処は、トランプ政権のもとで近年加速度的に可視化されているものの、

実際にはそうした取り組みの多くはオバマ政権下においてすでに指摘され、施策が打たれ

てきたものであり、大統領個人ないし政権の特性よりもむしろ近年の米国を取り巻く構造

的問題として捉えうる現象であることを明らかにした。 

 

（2）米中貿易摩擦の文脈における先端技術保護のための投資防衛に関する分析 

 オープンイノベーションが技術開発の前提となり、先端技術の越境移転が安全保障分野

においても避け得なくなる一方、それゆえに新たな安全保障上の問題が生じる側面を投資

規制の問題をつうじて指摘した。とくに米国の CFIUS を通じた規制の取り組みに見られる

ように、現在では民間を含むさまざまなアクターが国防関連事業への関与を深め、それを

とりまく利害が多様化・多層化している。確かに、安全保障政策上、外部からの投資は一

定の技術流出・管理リスクにつながるが、シリコンバレーの取り扱いをめぐる問題にあら

われているように、米国内のアクターには中国からの投資によって利益を得ている側面も

ある。それゆえに、短期的には対中技術流出を規制する安全保障上の強い動機が生じる一

方で、必ずしも規制強化によってすべてが解決するわけではなく、経済的な損失や、場合

によっては技術発展の阻害による中・長期的な安全が後退する可能性があり、意思決定上

のジレンマが生起する状況を示した。 

 

（3）日本の武器輸出政策・防衛産業政策の変更をめぐる意思決定の要因 

 日本に関してもまた、こうしたグローバルな産業構造やイノベーションシステムの変化

に伴い、防衛産業政策が大きく変更されてきている。一方でそれは、武器輸出三原則の変

更をつうじた対外武器移転や装備品の国際共同開発の推進といった取り組みにあらわれて

いるが、日本においてもそうした対外的な政策合理化だけでなく、対内的にも限られた資

源の中で安全保障技術研究推進制度の発足を含む防衛産業基盤の強化が志向されるなど、

多面的にリスクのバランスをとるような政策が進展した。この点について深堀りしていく

ことで、国内の科学技術マネジメントと安全保障の関係性にかんする派生的な成果も得ら

れた。安全保障政策において一定のオープン化が進む中にあって、日本に固有の政治的文



脈ゆえに必ずしもそうした政策が社会全体で受容されているわけではなく、日本において

戦後に展開された科学知の安全保障利用をめぐる議論では、長らく戦略的な利用の是非を

論争化されてこなかっただけでなく、「学問の自由」という概念の政治化によって論点のす

れ違いを生じさせてきたことも明らかになった。 

 

（4）特定技術分野における開発・生産・移転の政治的フレームワークの変容 

 国家単位の分析だけでなく、技術に焦点を当てた分析をつうじて、近年の技術移転と安

全保障の関係をめぐる問題の特徴を浮き彫りにしようと試みた。ドローンにかんしては、

その利用だけでなく移転（輸出）が加速する一方、特定の利用方法や移転のあり方をめぐ

って既存の制度や規範の反作用を受けている。とくに先端技術と移転規制の関係という観

点からは、かつて技術を持たなかった国をどのように規制するかという署名国の非対称性

とその変化をめぐる問題と、かつてなかった技術をどのように規制するかという技術その

ものの変化がもたらす規制上の問題が複合的に制度上の問題を形成していることが示され

た。加えて、ドローンの用途や意義がある程度受容され、普及が進んでいく一方で、その

ようなある技術群に AIや 5G 通信等含む新技術（場合によっては emerging technology と

も呼ばれる技術群）がパッケージ化されていくことで、新たな社会受容の問題が生起して

いく側面についても指摘した。 
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